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次   第 

 

１  開会 

 

２  辞令交付 

 

３  教育長あいさつ 

 

４  委員紹介 

 

５  正副会長選出 

 

  会  長                  

 

  副会長                 

 

６  教育行政審議会の趣旨説明 

 ⑴  洞爺湖町教育行政審議会について 

⑵ 第２次洞爺湖町の教育目標と教育ビジョンについて 

 ⑶  洞爺湖町の現状について（洞爺湖町の概要・洞爺湖町の教育） 

 

７  諮問 

 

８  議事 

 議案第１号 洞爺湖町教育行政審議会会議運営規程について 

 議案第２号 洞爺湖町教育行政審議会会議開催計画について 

 

９  その他 

 

１０ 閉会 
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議案第１号 

 

   洞爺湖町教育行政審議会会議運営規程  

 

 （趣旨）  

第１条 この規程は、洞爺湖町教育行政審議会条例（以下「条例」

という。）第７条の規定に基づく、洞爺湖町教育行政審議会の会

議（以下「会議」という。）の運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

 （基本方針）  

第２条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、議長（条例第７条第２項に規定する議長をいう。以下

同じ。）が会議に諮り、非公開とすることができる。  

⑴ 個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。  

⑵ 会議を公開することで、審議の公正又は適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがある事項に関すること。  

２ 会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議の推進に努めるも

のとする。  

 （議長等の責務）  

第３条 議長は、副会長と連携しながら、迅速かつ効率的に会議を

運営することに努めなければならない。  

２ 審議会の委員（以下「委員」という。）は、会議に積極的に参

画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。  

 （会議の開会等）  

第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。  

２ 委員は、議長の許可を得た後でなければ、発言することは出来

ない。  

３ 議長は、議事を決する際は挙手を求め、その可否の結果を宣言

するものとする。  

 （会議録の調製）  

第５条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するもの

とする。  

⑴ 開催日時及び場所 
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⑵ 出席者及び欠席者の氏名 

⑶ 会議事項 

⑷ 会議経過（議事の要旨） 

⑸ 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項  

２ 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。  

 （会議録の公開等） 

第６条 会議録及び会議に提出された資料は、原則として公開する。 

２ 前項の公開は、洞爺湖町のホームページに掲載する方法により

行うものとする。 

 （傍聴）  

第７条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所等を傍聴

人受付票（別記様式）に記入しなければならない。  

２ 議長は、会議場所の事情により傍聴者を人数を制限することが

できる。  

（傍聴できない者） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴すること

ができない。 

⑴ 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者  

⑵ 酒気を帯びている者 

⑶  凶器その他人に危害を加えるおそれがある物を携帯してい

る者 

⑷ 前３号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者  

（傍聴者の行為の制限） 

第９条 傍聴者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ みだりに傍聴席を離れること。 

⑵ 私語、談話又は拍手等をすること。 

⑶ 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。 

⑷ 飲食すること。 

⑸ 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。  

（写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止） 

第１０条 傍聴者は、議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は

録音等をしてはならない。ただし議長の許可を得た場合は、この

限りでない。 
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（非公開の会議） 

第１１条 傍聴者は、会議の公開をしないこととする議決があった

ときは、退場しなければならない。 

（退場命令） 

第１２条 傍聴者がこの規程に違反したときは、議長はこれを制止

し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることがで

きる。 

 （専門部会における準用） 

第１３条 条例第８条に定める専門部会における会議運営に関し

ては、他に定めがある場合を除くほか、前条までの規定を準用す

る。 

 （その他） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な

事項は議長が会議に諮って定める。 

 

   附  則  

 この規程は、令和５年１１月１７日から施行する。 
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別記様式（第７条関係） 

 

傍聴人受付票 

項番 住  所  氏   名  摘   要  

１     

２     

３     

４     

５     

６     

７     

８     

９     

１０    

１１    

１２    

１３    

１４    

１５    

１６    

１７    

１８    

１９    

２０    
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議案第２号 

 

   洞爺湖町教育行政審議会会議開催計画について 

 

第１回審議会【令和５年１１月１７日開催】 

 

第２回審議会【令和６年２月開催予定】 

 (1) 教育関連施設の視察の実施 

 (2) 洞爺湖町公共施設等総合管理計画について 

 (3) 教育関連施設の現状について 

   ア  各種施設の利用状況 

   イ  年間維持管理コスト 

   ウ  類似施設の状況（町内、町外） 

   エ  洞爺湖町の小中学校における子どもと学校のあり方に

ついての提言 

 (4) 洞爺湖町の将来人口推計について 

 (5) 町の財政状況について 

 

第３回審議会【令和６年５月開催予定】 

 (1) 洞爺湖町立学校における特色ある学校づくりについて 

 (2) 教育環境の向上に関する総合的な施策について 

 (3) その他 

 

第４回審議会【令和６年７月開催予定】 

 (1) 洞爺湖町立学校における特色ある学校づくりについて（継

続協議） 

 (2) 教育環境の向上に関する総合的な施策について（継続協議） 

 (3) その他 

 

第５回審議会【令和６年９月開催予定】 

 (1) 洞爺湖町立学校における特色ある学校づくりについて（継

続協議） 

 (2) 教育環境の向上に関する総合的な施策について（継続協議） 
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 (3) 答申（案）について 

 (4) その他 

 

第６回審議会【令和６年１１月開催予定】 

 (1) 答申 
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洞爺湖町教育行政審議会委員名簿  

番号  区   分  氏    名  摘     要  

1 

１号委員  

（学校教育）  

西  村  雄  一  洞爺中学校 

2 横  山  慎  二  虻田小学校 

3 千  葉  佳  貴  虻田高等学校  

4 

２号委員  

（社会教育）  

木  村  省  平  社会教育委員  

5 泰  地  ひとみ  文化団体連絡協議会  

6 京  谷  常  美  とうや文化協会  

7 宍  戸  一  江  体育協会 

8 佐々木 小代子  ウィメンズネットワーク  

9 川  上  由起子  青少年健全育成連絡協議会  

10 

３号委員  

（保護者）  

白  井  隆  子  虻田小学校ＰＴＡ 

11 長谷川 尊  裕  虻田中学校ＰＴＡ 

12 高  橋  洋  一  洞爺湖温泉小学校ＰＴＡ 

13 折  原  亜  紀  とうや小学校ＰＴＡ 

14 傳    尚  邦  洞爺中学校ＰＴＡ 

15 ４号委員  

（教育有識者） 

鈴  木    淳  北海道教育大学函館校  

16 上  林  宏  文  北翔大学教育文化学部  

17 

５号委員  

（公共的団体） 

福  島  正  和  いぶり噴火湾漁業協同組合  

18 秋  山  伸  吾  とうや湖農業協同組合  

19 田  伏  ひとみ  洞爺湖町商工会 

20 三  浦  和  則  洞爺湖温泉観光協会  

21 宮  本    好  洞爺まちづくり観光協会  

22 佐  藤  義  昭  洞爺湖町自治会連合会  

23 

６号委員  

（公募）  

浅  利  弘  樹   

24 國  井  一  宏   

25 高  久  裕  子    
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